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新旧対照表

浦安市若年がん患者在宅療養に要した費用の助成に関する規則（平成14年規則第37号）の一部改正

（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

（助成金の額）

第４条 助成金の額は、54,000円又は助成対象経費の実支出額に100分の90を

乗じた額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）の

うちいずれか少ない方の額とする。ただし、当該助成金の額のうち通院等に

係るタクシー運賃については、１月当たり18,000円を上限とする。

２ 前項の規定にかかわらず、生活保護法（昭和25年法律第144号）による被

保護世帯に属する者に係る助成金の額は、60,000円又は助成対象経費の実支

出額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）のうち

いずれか少ない方の額とする。ただし、当該助成金の額のうち通院等に係る

タクシー運賃については、１月当たり20,000円を上限とする。

（助成金の額）

第４条 助成金の額は、助成対象経費の実支出額に100分の90（生活保護法

（昭和25年法律第144号）による被保護世帯に属する者にあっては、100分の

100）を乗じた額（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た額）とする。ただし、当該額については、１月当たり60,000円（そのうち

通院等に係るタクシー運賃については、１月当たり20,000円）を上限とす

る。
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（下線の部分が改正部分）

改 正 後 改 正 前

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


